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区民の皆様におかれましては日頃より区政にご理解ご協力を頂き誠にありがとうございます。 

千代田区では現在、神田錦町三丁目の区有地（神田錦町三丁目 10 番地）において、障害者

支援施設、高齢者施設等を複合して整備する「（仮称）神田錦町三丁目施設」の整備事業（以

下「本事業」といいます。）を進めています。地域の皆様に愛されるよりよい施設とするため、お忙しいとこ

ろ大変恐縮ではございますが、アンケートにご協力くださいますようお願い申し上げます。 

記 

（１）アンケートの趣旨と目的 

本事業は、障害者支援施設と高齢者施設（以下「福祉施設」といいます。）以外にも、地域の皆

様が誰でも使える交流及び賑わいの創出に資するような機能（以下「共用施設」といいます。）や、

災害時にも地域の皆様を支援する機能を整備し、区民の財産である限られた区有地を有効に活用し

ていきたいと考えています。一方で、共用施設等を整備することによって建物が高く、そして大きくなるため、

近隣住民の方からは「住環境に悪影響を及ぼさないようにして欲しい」という意見も寄せられています。 

今回、整備を進める中で様々なご意見をいただいたため、改めて周辺住民の皆様のお考えを伺い、

今後の施設整備の参考とさせていただくことを目的に、神田公園出張所地区の皆様に対してアンケー

ト調査を実施いたしますので、皆様のお考えをお聞かせください。 

 ※ 本アンケートはあくまで皆様のご意見を確認することが目的であり、得票数によって整備する機能

が決定されるわけではありません。 

 

（２）回答方法 

アンケートにお答えいただき、返信用封筒(切手不要)にてご返送願います。 

※ 本アンケートには、エリア別の傾向を把握するための記号を付していますが、ご回答者を特定する

ようなことはありません。また、回答はこの調査目的以外には使用せず、回収した調査票は厳重に

管理します。 

 

（３）回答期限 

令和４年４月 28 日（木）までにポストへご投函ください。 

 

 

 

  

【問合せ先】 

千代田区保健福祉部 障害者福祉課 

高齢介護課 

電話:03-5211-4217  FAX:03-3556-1223 

 

《 アンケートは裏面からスタートします 》 

（仮称）神田錦町三丁目施設整備事業に関する 

                アンケート調査へのご協力のお願い   
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                          調査項目                                   

 

＜属性等＞ 

Q1 回答者の属性についてお答えください。 

年齢   □19 歳以下  □20～29 歳  □30～39 歳  □40～49 歳  □50～59 歳 

□60～69 歳  □70 歳以上 

加入している町会名（              町会 ・ なし  ） 

 

＜共用施設について＞ 

Q2 共用施設としてあってほしい機能について、該当するものをすべてお選びください。 

□ 町会活動や地域交流等のための区民集会室 

□ カフェ・飲食スペース 

□ アート・企画展等展示スペース 

□ ジム・運動施設 ※スペースが限られるため、設置するとしても小規模なものとなります 

□ 物産展等物品販売スペース 

□ 会議室・コワーキングスペース 

□ 図書館のように本を読んだり、勉強したりできるスペース 

□ その他（内容：                                            ） 

□ 共用施設は不要 

 

Q3 上記の共用施設が整備された場合、施設をどのように利用したいと思いますか。具体的な利用のイ

メージについて、ご自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ コピー不可 
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＜福祉避難所的機能について＞ 

本施設は、災害時に福祉施設の運営を維持することが可能な「災害に強い施設」とするとともに、共

用スペース等を転用し、福祉避難所的な役割を担う施設とする予定です。 

※ なお、自宅での居住が継続できる状況であれば、避難所への避難ではなく、在宅での避難と 

なります。 

 

 

 

 

 

 

Q4 福祉避難所的機能の規模について、該当するものを１つお選びください。 

□ なるべく多くの方を受け入れられるようにしてほしい。 

□ 可能な範囲で受け入れられればよい。 

□ 必要だと思わない 

□ その他（内容：                                            ） 

 

Q5 ②のような機能を設ける場合には、発災時に地域の皆様の協力が必要となることもあります。該当

するものを１つお選びください。 

□ 協力したい 

□ 協力は難しい 

□ そもそも機能として必要ない 

□ その他（内容：                                            ） 

 

Q6 福祉避難所的機能の整備についてご意見があれば、ご自由にご記入ください。 

 

 

 

 

 

福祉避難所的機能とは？ 

① 避難生活において生活介助等の特別な配慮を要する方（高齢者、障害者等）及び

その介助人を受け入れるための避難所（福祉避難所※） 

 ※一般の方を受け入れる避難所とは別に設置するものです。 

② 災害時に緊急避難的に周辺住民の方が一時使用（電力使用や一時避難等）できる

ような機能 
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＜その他＞ 

Q7 その他（仮称）神田錦町三丁目施設整備について、ご意見があれば自由にご記入下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～質問は以上です。ご協力ありがとうございました。～ 

 

                          参考資料                                 

 

（仮称）神田錦町三丁目施設 整備概要 


